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綾瀬市ファミリーサポートセンター
利用会員・援助会員

利用日と対象年齢を拡大した同セン
ター制度で、子育ての援助を受けた
い方（利用会員）と行いたい方（援助
会員）。時毎日6時30分～20時対利用
会員は市内在住の3か月～小学校6年
生の子どもの保護者、援助会員は市
内在住の20歳以上で心身ともに健康
な方（登録後、講習会の受講が必要）
費月～金曜日1時間700円、土・日・
祝日1時間1000円申同センター事務
局（子育て支援センター内）☎77・1121
（平日8時30分～17時）

文化会館運営審議会委員
同館サービスについて、意見を述べ
る委員。 ▼任期　7月1日～令和3年6
月30日 ▼対　市内在住の20歳以上で
年2回程度の会議（平日の昼間）に出
席できる方（本市の職員・議員・他
の審議会などの委員は除く） ▼ 報酬
　会議1回につき8400円 ▼申　生涯
学習課か同館にある応募用紙（市
ホームページからダウンロード可）に
記入し、5月13日までに必着で〒252－
1192市役所生涯学習課（☎70・5670）
へ郵送、MAILwm.705670@city.aya
se.kanagawa.jpか直接

お知らせ
６月１日は「人権擁護委員の日」
～特設人権相談を実施します～

近隣とのトラブル、子どものいじめ、
暴力などの人権にかかわる問題の相
談に応じます。人権擁護委員は、法
務省から委嘱された身近な地域の相

手話通訳者養成講座
神奈川県手話通訳者の認定を取得
し、綾瀬市登録手話通訳者として活
動するための学習。時 6月3日～12月
2日の各月曜日19時～21時（祝日を除
く。全22回）場市役所会議室対市内
在住・在勤・在学で、手話により日
常会話を円滑に行える方定15人（申
込順）申5月7日～20日に障がい福祉
課☎70・5623

神奈川県障害者スポーツ大会
水泳競技会
時 7月21日（日）10時から場さがみはら
グリーンプール（相模原市中央区）対
市内在住の13歳以上で、身体障害者
手帳か療育手帳を取得か取得に準じ
る障がいのある方申5月20日までに
障がい福祉課☎70・5623か直接

保育園非常勤職員

▼時・場　表のとおり ▼内容　保育
士業務 ▼ 資格　保育士資格（年齢要
件なし） ▼ 人数　若干名 ▼ 賃金 ▽時
給　1200円 ▽日給　9300円 ▼申　市
販の履歴書（要写真）に記入し、保育
士証の写しを添えて、5月22日まで
に①は大上保育園（☎77・0323）②は
綾南保育園（☎76・0030）へ直接
場 時

①
大上
保育園

週5日
8:00～10:00
13:00～15:00
15:30～18:30
週3日　8:30～17:30

②
綾南
保育園

週2～3日　8:30～17:00
週3～5日
16:00～18:00か
16:30～18:30
週5日　13:00～15:00
土曜日　7:30～11:30

談相手です。毎月、人権身上相談を
開催しています（日時などは広報あ
やせ毎月15日号に掲載）。時 6月3日
（月）10時～12時・13時～15時場市役
所305会議室問市民課☎70・5605

暴力団被害無料電話・来所相談会
暴力団や反社会的勢力などによる被
害・紛争について、電話・面接による
相談（秘密厳守）。時 5月31日（金）10時
～18時場神奈川県弁護士会（横浜市中
区）主同会問同会民事介入暴力被害者
救済センター☎045・211・7702

全国大会などの出場選手に
奨励金を交付
対国際・全国的規模のスポーツ大会
（国や日本体育協会などが主催し、県
予選、選考会などを経るもの）の出場
者で、市内在住の個人か、市内に所
在する団体（正規の選手、監督、コー
チなどのうち、5人以上が市内在住者）
申大会出場後30日以内に、スポーツ
課にある申請書に必要事項を記入し、
大会要項・出場者名簿・通帳・印鑑
を持参して同課へ直接（申請は当該年
度内で1回まで）問同課☎70・5656

｢まち特｣始動
4月15日、市役所で広報まちかど特
派員委嘱式を行いました。同特派員
は、地域の催しなどを取材するので、
撮影などに協力をお願いします。同
特派員への取材希望は秘書広報課へ
連絡してください（取材できない場合
もあります）。問同課☎70・5606

綾瀬市再生資源物の
屋外保管に関する条例の制定

市民生活の安全の確保などを図るた
め、金属スクラップなどの再生資源
物（有価物）の屋外保管について、届
け出や保管基準などを定めた「綾瀬

市再生資源物の屋外保管に関する条
例」を制定しました。これにより、
再生資源物の屋外保管を行う場合
は、7月1日から届け出が必要になりま
す。既存の事業者は、12月末までに
届け出が必要となります。詳しくは、
市ホームページを見るか問い合わせ
てください。問環境保全課☎70・5619

犬のふんの始末は飼い主の責任です
一部の心ない飼い主のため、道路や
公園、畑、庭先などが犬のふんで汚
されるケースが目立っています。
ペットは責任を持って飼い、人の迷
惑にならないよう注意してくださ
い。犬を散歩させるときは、あらか
じめ自宅で排せつを済ませるよう心
掛け、必ず引き綱を付けて、ビニー
ル袋や新聞紙、シャベルなどを用意
し、ふんを持ち帰りましょう。犬の
ふんで迷惑している方には啓発看板
を配布しています。問健康づくり推
進課☎77・1133

固定資産評価審査委員会委員に
鈴木光雄氏を再任

市議会3月定例会で、鈴木光雄氏（68
歳・上土棚中）が固定資産評価審査
委員会委員に再任しました。任期は
4月1日～令和4年3月31日の3年間で
す。問職員課☎70・5607

善意に感謝
市に寄せられた東日本大震災の義援
金は3月末で4523万4826円です。引
き続き来年3月31日（火）まで募金を
受け付けています。皆さまのご協力
をお願いします。場市役所、綾北福
祉会館、中央公民館、寺尾いずみ会
館、南部ふれあい会館、保健福祉プ
ラザ主日本赤十字社神奈川県支部綾
瀬市地区問福祉総務課☎70・5613

工業統計調査にご協力を
6月1日時点で、工業統計調査を実施
します。調査票の内容を統計資料作
成以外の目的に使用することは一切

募集
｢旧東海道・宿を歩く②｣（平塚宿）
江戸期の史跡を見学しながら東海道五十三次の宿場を
歩く。時 5月18日（土）9時～12時場 JR平塚駅西口改札口
前集合対中学生以上の方費 300円（高校生以下100円）主
綾瀬市史跡ガイドボランティアの会申 5月6日～16日に
小山内☎76・3817（平日9時～12時）

認知症について学んでみませんか？
講師は、道志会地域包括支援センター認知症地域支援
推進員の金山美和さん。時 5月20日（月）13時30分～15
時30分場綾西バザール「花いちもんめ」定 30人（申込順）
費 300円（お茶代など）主楽しい歌体操を広げる会申 5月
19日までに吉川☎090・2168・8327

パソコン講習会（エクセル初級2回コース）office2016
基本操作、表・グラフの作成、計算など。時 5月29日（水）・
30日（木）9時30分～12時30分場中央公民館対文字入力が
できる方定 9人（申込順）費 2000円主いきいきパソ支援ネッ
ト申 5月2日～25日に平林☎090・8591・6317（18時～21時）

サークル
美彩の会（絵手紙）
時毎月第1・3金曜日10時～12時場南部ふれあい会館費
月額1500円問林☎090・6508・4369

山楽会（軽登山・ハイキング）
時 ▼①定例連絡会　毎月第1水曜日19時30分～21時 ▼

②山
さん

行
こう

　毎月2回場①中央公民館費入会金1000円、年
額4000円（別途保険料あり）問藤元☎77・5386

ノン・エイジ（プラチナファッションショー）
※発足に向けた団体の会員募集
ファッションショー出演に向けた、歩き方や着付け
の講習など。時未定場中村地区センター（予定）対
65歳以上の男女費未定（会場・メイク代など）問森☎
090・4138・8770

あやせ歩こう会
5～7kmを気楽に歩く。時毎月第2日曜日9時～15時場
県内・東京都内費年額3000円問馬場☎77・6479

きょうからグループ（カラオケ）
時毎月第2・4木曜日13時～15時場中央公民館対市内在
住で60歳以上の方費月額1500円問前田☎79・2918（18時
以降）

ふれあい囲碁愛好会
時毎週日曜日13時～17時場南部ふれあい会館費月額
500円問落合☎77・6208
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市民からのお知らせ市民からのお知らせ

交通安全を願い カーブミラーを点検
　3月3日、綾瀬ライオンズクラブ（望月克祐会長）の
15人が、市内のカーブミラーを点検しました。この
点検は、少しでも交通安全の役に立てばという思い
で、昭和59年度から毎年実施され、点検結果を基に
市がミラーの建て替えや補修などを行っています。
　ミラーの破損などを見つけた時は、道路管理課へ
連絡してください。
　問同課☎70・5628

｢広報あやせ｣を外国語で配信
音声読み上げにも対応
　「広報あやせ」はインターネット
で多言語で配信しています。
　対応言語は、英語・ベトナム語・
ポルトガル語・スペイン語・中国
語・タイ語・ハングル・インドネ
シア語の8言語です。
　外国籍の友人な
どがいたら、ぜひ
案内してください。
　問秘書広報課☎70・5606

ありません。県知事が任命した統計
調査員が調査票を持って訪問します。
インターネットを利用する方法でも
回答できますので、ご協力をお願い
します。時 5月中旬から対市内の従
業者が4人以上で製造業を営む事業
所。3人以下であっても、事業所名、
従業者数などの聞き取りを行います
問文書法務課☎70・5609
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